
 

- 1 - 
 

 

2014 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

 2015 年 2 月 13 日 

上場会社名 新華ホールディングス・リミテッド 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 9399 URL http://www.xinhuaholdings.com 
代表者 （役職名）最高経営責任者 
 （氏名） レン・イー・ハン 
問合せ先責任者 （役職名）最高財務責任者 
 （氏名） レン・イー・ハン TEL（香港）(852) 3196-3977 
問合せ先 （役職名）経営企画室マネージャー  
 （氏名） 高山 雄太  TEL（日本）(03) 4570-0741 
定時株主総会開催予定日 2015 年 10 月頃                         配当支払開始予定日 - 
有価証券報告書提出予定日 2015 年 3 月 31 日頃 
決算補足説明資料作成の有無：有 
決算説明会開催の有無：有（一般投資家向け） 
 

   （千米ドル及び百万円未満四捨五入） 

１．2014 年 12 月期の連結業績（2014 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績 （%表示は対前期増減率） 

 
売 上 高  営業利益 経常利益 当期純利益 

 千米ドル 

(百万円) 

% 

 

千米ドル 

(百万円) 

% 

 

千米ドル 

(百万円) 

% 

 

千米ドル 

(百万円) 

% 

 

 

2014年12月期 
3,697 
(446) 

△27.7 
 

△3,146 
(△379) 

- 
△3,877 
(△467) 

- 
△2,936 

   (△354) 
- 

 

2013年12月期 
5,114  
(616) 

△64.0 
 

△6,567 
 (△792) 

- 
△6,465 

 (△779) 
- 

△5,876 
 (△708) 

- 

（注） 1.  包括利益 2014 年 12 月期: マイナス 2,526 千米ドル（マイナス 305 百万円）:2013 年 12 月期: マイナス 5,020 千米
ドル（マイナス 605 百万円） 

 2. 「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値

である 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 

 

 
1 株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

1 株当たり 

当 期 純 利益 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 
米ドル 

(円 銭) 

米ドル 

(円 銭) 

% 

 

% 

 

% 

 

2014年12月期 △1.43 
(△172.39) 

- 
(-) 

△215.1 △59.1 △85.1 

2013年12月期 
△3.88 

(△467.73) 
- 

(-) 
△217.8 △63.2 △128.4 

（注） 「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値であ 

 る 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 

（参考）持分法投資損益 2014 年 12 月期: マイナス 149 千米ドル（マイナス 18 百万円）:2013 年 12 月期: マイナス 141 千

米ドル（マイナス 17 百万円） 

  

（２）連結財政状態 

 総 資 産  純 資 産  自己資本比率 1 株当たり純資産 

 
 

千米ドル 

(百万円) 

千米ドル 

(百万円) 

% 米ドル 

(円 銭) 

 

2014年12月期 
6,239 
(752) 

2,724 
(328) 

39.6 
1.09 

(131.40) 

 

2013年12月期 
6,886 
(830) 

1,624 
(196) 

3.8 
0.17 

(20.49) 

（注） 「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値で
ある 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 
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（参考）自己資本 2014 年 12 月期:  2,468 千米ドル（298 百万円）  

   2013 年 12 月期:  262 千米ドル（32 百万円） 

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 
 

千米ドル 

(百万円) 

千米ドル 

(百万円) 

千米ドル 

(百万円) 

千米ドル 

(百万円) 

 

2014年12月期 
△4,154 
(△500) 

△1 
(△0) 

3,010 
(363) 

3,570 
(430) 

 

2013年12月期 
△5,625 
(△678) 

377 
(45) 

1,552 
(187) 

3,973 
(479) 

（注）「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値である
1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 

 

２．配当の状況 

 年間配当金 

（基準日） 第 1 四半期末  第 2 四半期末  第 3 四半期末  期末 合計 

 米ドル 

（円 銭） 
米ドル 

（円 銭） 
米ドル 

（円 銭） 
米ドル 

（円 銭） 
米ドル 

（円 銭） 
2013 年 12 月期 - 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

2014 年 12 月期 - 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

2015 年 12 月期 

（予想） 
- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

 

 

３．2015 年 12 月期の連結業績予想（2015 年 1 月 1 日～2015 年 12 月 31 日） 
 （%表示は、通期は対前期、第 2 四半期（累計）は対前年同四半期増減率） 

 
売上高  営業利益  経常利益  当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 
 
 

千米ドル 

(百万円) 

% 

 

千米ドル 

(百万円) 

% 千米ドル 

(百万円) 

% 

 

千米ドル 

(百万円) 

% 米ドル 

(円 銭) 

% 

 第2四半期
（累計） 

1,484 
(179) 

△6.4 
 

△1,691 
(△204) 

 
- △1,984 

(△239) 

 
- △1,984 

(△239) 

 
- △0.87 

(△104.88) 

通 期 
3,264 
(394) 

△11.7 
 

△3,182 
(△384) 

 
- 

△3,461 
(△417) 

 
- 

△3,461 
(△417) 

 
- 

△1.52 
(△183.24) 

（注） 1.  「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値

である 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 

 2.   １株当たりの当期純利益を算出するために使用した平均株数は、比較を容易にするため、2014 年 12 月期における
株数と同じであることを仮定しています。 

 3. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な
要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 4. GINSMS Inc.（以下、「GINSMS」といいます。）の株式の 54.57％を取得する取引は、GINSMSの少数株主の過半数及び

カナダのトロント・ベンチャー証券取引所（以下、「TSXV」といいます。）の承認をそれぞれ得ることが条件とされ
ており、当該取引が完了するまである程度の時間を要します。従って当社は、2015年 12月期の業績予想を既存の事
業を基に作成しています。当該取引が 2015 年 12 月期の業績予想に与える影響は、当該取引が承認され次第お知ら

せします。 
 

 
４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）無 

新規 0 社 

除外 0 社 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
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① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ：無  

② ①以外の会計方針の変更  ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示  ：無 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2014 年 12 月期 2,274,999.79 株 

2013 年 12 月期 1,527,305.79 株 

② 期末自己株式数          2014 年 12 月期 0 株 

2013 年 12 月期 0 株 

③ 期中平均株式数   2014 年 12 月期 2,055,660.50 株 

2013 年 12 月期 1,515,434.56 株 
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（参考 １） 国際財務報告基準（IFRS）による連結業績（2014 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日） 

 

１．2014 年 12 月期の国際財務報告基準（IFRS）による連結業績（2014 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31

日） 

 
売上高  E B I T DA 当期純利益 

1 株 当 た り  

当 期 純 利 益 

潜在株式調整後 
1 株 当 た り  
当 期 純 利 益 

 
 

千米ドル 
(百万円) 

千米ドル 
(百万円) 

千米ドル 
(百万円) 

米ドル 
（円 銭） 

米ドル 
（円 銭） 

2014 年 12 月期 3,697 

(446) 
△3,620 
(△436) 

△3,596 
(△433) 

△1.75 
(△210.96) 

- 
(-) 

2013 年 12 月期 

 
3,173 
(383) 

△6,254 

(△754) 
△7,364 

(△888) 
△4.86 

(△585.87) 

- 

(-) 

（注） 1. 持分法投資損益 2014 年 12 月期: マイナス 149 千米ドル（マイナス 18 百万円）  

     2013 年 12 月期: マイナス 141 千米ドル（マイナス 17 百万円）  

   

 2. 期中平均株式数（連結）2014 年 12 月期: 2,055,660.50 株;  2013 年 12 月期: 1,515,434.56 株 

 3.  「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
である 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。  

 4. 当社の IFRS に基づく連結財務諸表に関する EBITDA は、支払利息、税額、減価償却費及び償却費控除前の利益（損

失）です。 
 

２．2015 年 12 月期の国際財務報告基準（IFRS）による連結業績予想（2015 年 1 月 1 日～2015 年 12

月 31 日） 

 
売上高  E B I T DA 当期純利益 

 
 

千米ドル 

(百万円) 

千米ドル 

(百万円) 

千米ドル 

(百万円) 

 
第2四半期連結

累計期間 
 
 

通 期 
 

1,484 
(179) 

 
3,264 
(394) 

△1,679 
(△202) 

 
△3,156 

 (△381) 

△1,905 
(△230) 

 
△3,381 

 (△408) 

（注） 1.  「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値

である 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 

 2. 当社の IFRS に基づく連結財務諸表に関する EBITDA は、支払利息、税額、減価償却費及び償却費控除前の利益（損
失）です。 

 3. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な
要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 4.  GINSMS の株式の 54.57％を取得する取引は、GINSMS の少数株主の過半数及び TSXV の承認をそれぞれ得ることが

条件とされており、当該取引が完了するまである程度の時間を要します。従って当社は、2015 年 12 月期の業績予
想を既存の事業を基に作成しています。当該取引が 2015 年 12 月期の業績予想に与える影響は、当該取引が承認さ
れ次第お知らせします。 

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信の開示時点において金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了してい
ません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び
合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な
る可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があ
ります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

- 当社の様々な製品の提供における統合、再編、活動及び変更に関するものを含む、取得又は処
分に関するリスク及び不確実性 

-  現行の経済状態 

-  会計原則、方針又は規則の変更 

-  資本又は金融市場におけるマイナスの変化又は状態 
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-  一般的に適用されるか当社及びその関連会社に特定されるかに関わらず、税務又は法律問題に
関する、法律、規則、命令若しくは運用の変更 

-  その他、当社の事業、製品及びサービスのプライシングに影響を与える経済、競争、政治及び
規制要素 

-  本書の「事業等のリスク」に記載されているリスク要因 
 

業績予想の前提となる仮定等については、添付資料 P.2「経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

 

国際財務報告基準（IFRS）と日本の会計基準（日本 GAAP）における純損益の差異について 

1) のれん 

日本 GAAP では、のれんを 20 年を上限とする期間で償却することを義務付けております。当社
グループののれんは、定額法にて 5 年から 20 年間で償却されています。 

国際会計基準（IAS）36 の下では、2004 年 3 月 31 日以降に買収した子会社に関連するのれんは
償却されず、少なくとも年一回以上の減損テストを行うことが義務付けられております。 

2) のれんの減損及び一括償却 

IFRS で固定資産（のれん及び無形資産を含む。）の減損判定の際に行われる割引キャッシュ・フ
ローの方法に加え、日本 GAAP では、買収した子会社の純資産の回復可能性の検討が行われ、こ
れに伴い、日本 GAAP においては追加的なのれんの一括償却が発生することがあります。 

3) 新株交付費 

日本 GAAP では、新株交付費は支出時に費用処理を行うか、又は資産計上し 3 年を上限とする期
間でこれを償却することが義務付けられております。IFRS では、新株発行に直接的に起因する外
部費用は、資本の控除（税引き後）項目として表示されます。 

4) 上場関連費 

日本 GAAP では、上場関連費は支出時に費用処理を行うことが義務付けられております。 

IFRS では、新株発行に際して上場に直接的に起因する外部費用は、資本の控除（税引き後）項目
として表示されます。 

5)  株式報酬 

日本 GAAP の下では、2006 年 5 月 1 日以前に発生した株式による報酬取引に対する特定の会計
基準はありませんでした。2006 年 5 月 1 日以降に発生する株式による報酬取引については、従業
員に対するストック・オプション等の付与に関連した費用も含む報酬取引の影響を損益及び財政
状態に反映させることが要求されます。IFRS 第 2 号では、株式による報酬取引の会計は、従業員
に対するストック・オプション等の付与に関連した費用を含む、株式による報酬取引の影響を損
益及び財政状態に反映させることを要求しております。株式による報酬取引は付与日の時価によ
って測定されることとなります。測定された当該時価は償却期間中の株価変動の影響を受けず、
権利確定期間に渡って定額法に基づき償却を行っていきます。なお、当該 IFRS 第 2 号を 2005 年
１月１日に開始する会計年度より前に適用した場合は、当該事実を開示する必要があります。 

6) 償還可能優先株式 

日本 GAAP では、2014 年 8 月に発行された A 種優先株式は、償還が可能となっていますが、資
本として計上されます。IFRS では、当該 A 種優先株式は公正価値にて負債として計上されます。
公正価値の変動は、損益計算書にて調整されます。 
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1. 経営成績 

 

 (1) 経営成績に関する分析 

 

 ①当期の経営成績 

 

当社は2014年度において、金融サービス事業にて商品及びサービスを提供しています。 

 

金融サービス事業 

 

－金融情報配信事業 

 

当社グループの金融サービス事業は、各機関、ファンド、政府機関及び個人に対し、フィナ
ンシャル・コーポレートアドバイザリー業務を提供しています。金融アドバイザリー業務にお
ける戦略上のスタンスの１つに、中国企業とグローバルな資本市場との橋渡し役を担うことが
あります。 

 

当社グループの報告セグメントは、「金融情報配信事業」及び「その他の事業」となってお
ります。 

 

 

売上高 

 

売上高は、2013 年 12 月期が 5,114 千米ドル（616 百万円）であったのに対し、2014 年 12 月
期が 3,697 千米ドル（446 百万円）でした。 

 

2014 年 12 月期における売上高の減少は、主として 2013 年度における北京オリエント・アグ
リビジネス・コンサルタント・カンパニー・リミテッド並びにその子会社の連結除外によるも
のです。  

 

2014年 12月期における金融情報配信事業セグメントの売上高は 3,693千米ドル（446百万円）
及びその他の事業セグメントの売上高は 4 千米ドル（0 百万円）でした。 

 

売上原価 

 

売上原価は、2013 年 12 月期が 2,899 千米ドル（349 百万円）であったのに対し、2014 年 12

月期が 2,129 千米ドル（257 百万円）でした。 

 

2014 年 12 月期における売上原価の減少は、主として、売上高の減少の影響によるものです。 

 

2014 年 12 月期の金融情報配信事業セグメントの売上原価は 2,129 千米ドル（257 百万円）及
びその他の事業セグメントの売上原価は 0 千米ドル（0 百万円）でした。 

 

売上総利益率 

 

売上総利益率は、2013 年 12 月期が 43.3%であったのに対し、2014 年 12 月期が 42.4%でした。 

 

2013 年 12 月期における売上総利益率の減少は、主として、金融情報配信事業おいて前年度
と比較して売上利益率が減少したことによるものです。 

 

2014 年 12 月期の金融情報配信事業セグメントの売上総利益率は 42.4％及びその他の事業セ
グメントの売上総利益率は 99.6％でした。 

 

販売費及び一般管理費 

 

販売費及び一般管理費は、2013 年 12 月期が 8,782 千米ドル（1,059 百万円）であったのに対
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し、2014 年 12 月期が 4,713 千米ドル（568 百万円）でした。 

 

2014 年 12 月期における販売費及び一般管理費の減少は、全社コストの削減、全社的な費用
の減少及び農業関連事業の廃止によるものです。  

 

2014 年 12 月期の金融情報配信事業セグメントの販売費及び一般管理費は 1,823 千米ドル
（220 百万円）及びその他の事業セグメントの販売費及び一般管理費は 2,890 千米ドル（348 百
万円）でした。 

 

営業損失 

 

2013 年 12 月期における営業損失 6,567 千米ドル（792 百万円）に対し、2014 年 12 月期は 3,146

千米ドル（379 百万円）の営業損失となりました。 

 

2014 年 12 月期における営業損失の減少は、主として販売費及び一般管理費の減少並びに損
失を計上していた農業関連事業の廃止によるものです。 

 

2014 年 12 月期の金融情報配信事業セグメントの営業損失は 290 千米ドル（35 百万円）及び
その他の事業セグメントの営業損失は 2,855 千米ドル（344 百万円）でした。 

 

経常損失 

 

2013 年 12 月期における経常損失が 6,465 千米ドル（779 百万円）であったのに対し、2014

年 12 月期は 3,877 千米ドル（467 百万円）の経常損失となりました。 

 

2014 年 12 月期における経常損失の減少は、主に営業損失が減少によるものです。 

 

2014 年 12 月期の金融情報配信事業セグメントの経常損失は 290 千米ドル（35 百万円）及び
その他の事業セグメントの経常損失は 3,587 千米ドル（432 百万円）でした。 

 

当期純損失 

 

2013 年 12 月期における当期純損失が 5,876 千米ドル（708 百万円）であったのに対し、2014

年 12 月期における当期純損失は 2,936 千米ドル（354 百万円）でした。 

 

2014 年度における当期純損失の減少は、主に企業コストの減少及び農業関連事業の非連結化
によるものです。 

 

2014 年 12 月期の金融情報配信事業セグメントの純損失は 290 千米ドル（35 百万円）及びそ
の他の事業セグメントの経常損失は 2,646 千米ドル（319 百万円）でした。 
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 ②次期の見通し 

 

連結業績予想は以下のとおりです。 

（単位：千米ドル（百万円）） 

 2014 年 12 月期 

（実績） 

2015 年 12 月期 

（予想） 

売上高 3,697 

(446) 

3,264 

(394) 

営業利益 △3,146 

(△379) 

△3,182 

(△384) 

経常利益 △3,877 

(△467) 

△3,461 

(△417) 

当期純利益 △2,936 

(△354) 

△3,461 

(△417) 
（注） 「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相

場の仲値である 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 

 

当社は引き続き、中国の金融業界において当社が有する事業基盤、すなわち金融に関する専
門知識及びネットワークを活用して参ります。同時に、中国において、今後も成長の見込める
既存の金融サービス事業を組織的に発展させていく予定です。当社は、今後特に、モバイル事
業において、ビジネス・パートナーの協力を通じて、メッセージング・サービスの提供、及び
革新的な製品並びにサービスの開発並びに提供にフォーカスし、新しい収益源の獲得を目指し
て参ります。 

 

2014年12月期における売上高は、3,697千米ドル（446百万円）であるのに対し、2015年12月
期における売上高は3,264千米ドル（394百万円）になるものと予想されます。予想売上高の減
少は、金融情報配信事業の売上が減少すると見込んでいるためです。 

 

2014年12月期における営業損失は、3,146千米ドル（379百万円）であるのに対し、2015年12

月期における営業損失は3,182千米ドル（384百万円）になるものと予想されます。2015年にお
ける予想営業損失の僅かな増加は、主として予想売上の減少により相殺されますが、インフレ
ーションによる販売費及び一般管理費の増加を見込んでいるためです。 

 

2014年12月期における経常損失は、3,877千米ドル（467百万円）であるのに対し、2015年12

月期における経常損失は3,461千米ドル（417百万円）になるものと予想されます。2015年にお
ける予想経常損失の減少は、主として関係会社株式の持分の損失の減少を見込んでいるためで
す。 

 

2014年12月期における当期純損失は、2,936千米ドル（354百万円）であるのに対し、2015年
12月期における当期純損失は3,461千米ドル（417百万円）になるものと予想されます。2014年
における当期純損失が低かったのは、主として予想外の新株予約権の消滅に伴う利益によるも
のです。 

 

当社は今後、重要な事業を成長性の高いモバイル事業等の分野に移行していきます。モバイ
ル事業は、ビジネス・パートナーを通じて、メッセージング・サービス及び革新的なソフトウ
ェア・製品を提供することに注力していきます。当社は、2014年にモバイル・サービスを提供
することを目的に新華モバイルを設立しました。また2015年にモバイル・ビジネスを事業とす
るカナダで上場しているGINSMS Inc. の過半数の持分を取得する契約を締結しました。当該取
引は、GINSMSの少数株主の過半数及びTSXVの承認をそれぞれ得ることが条件とされており、
当該取引が完了するまである程度の時間を要します。なお当該取引が2015年12月期の業績予想
に与える影響は、当該取引が承認され次第お知らせします。 

 

また当社はモバイル事業に加え、引き続き既存の事業において高い成長性のあるサービス及
び商品を拡大できるようサポートをしていきます。 
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(2) 財政状態に関する分析 

 

 ① 資産、負債、純資産、キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 

総資産 

2013 年 12 月期末現在における総資産は 6,886 米ドル（830 百万円）であったのに対し、2014

年 12 月期末現在の総資産は 6,239 千米ドル（752 百万円）となりました。2013 年 12 月期末
現在と比較して 2014 年 12 月期末現在において総資産が減少したのは、主に、現金及び預金
並びに関係会社株式の減少に起因しています。 

 

純資産 

2013 年 12 月期末現在における純資産総額が 1,624 千米ドル（196 百万円）であったのに対
し、2014 年 12 月期末現在の純資産総額は 2,724 千米ドル（328 百万円）となりました。2013

年 12 月期末現在と比較して 2014 年 12 月期末現在において純資産総額が増加したのは、主と
して短期借入金の減少によるものですが、現金及び預金並びに関係会社株式の減少もあった
ため、増加額は限定的でした。 

 

負債 

2013 年 12 月期末現在における負債総額が 5,263 千米ドル（634百万円）であったのに対し、
2014 年 12 月期末現在の負債総額は 3,515 千米ドル（424 百万円）となりました。2013 年 12

月期末現在と比較して 2014 年 12 月期末現在において負債総額が減少したのは、主に、短期
借入金の減少によるものです。 

 

キャッシュ・フロー分析 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

2013 年度 12 月期末現在における営業活動によるキャッシュ・フロー支出が 5,625 千米ド
ル（678 百万円）であったのに対し、2014 年度における営業活動によるキャッシュ・フロー
支出は、4,154 千米ドル（500 百万円）となりました。これは主に、営業損失の減少によるも
のです。 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

2013 年度 12 月期末現在における投資活動によるキャッシュ・フロー収入は 377 千米ドル
（45 百万円）であったのに対し、2014 年度における投資活動によるキャッシュ・フロー支出
は、1 千米ドル（0 百万円）となりました。これは主に、2013 年度と比較して子会社の処分
によるキャッシュ・フロー収入が減少したことによるものです。 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

2013 年度 12 月期末現在における財務活動によるキャッシュ・フロー収入は 1,552 千米ド
ル（187 百万円）であったのに対し、2014 年度における財務活動によるキャッシュ・フロー
収入は 3,010 千米ドル（363 百万円）となりました。これは主に、新株を発行したことによる
ものですが、短期借入金の返済が、増加幅に歯止めを掛けました。 

 

現金及び現金同等物 

上記の結果から、2014 年度末の現金及び現金同等物残高は 3,570 千米ドル（430 百万円）
となりました。なお、連結貸借対照表上の現金及び預金残高は 3,570 千米ドル（430 百万円）
となっております。 

 

 ② キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2013 年 12 月期 2014 年 12 月期 
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自己資本比率 3.8％ 39.6％ 

時価ベースの 

自己資本比率 
153.4% 180.3% 

キャッシュ･フロー 

対有利子負債比率 
△30.6％ △5.2％ 

インタレスト･ 

カバレッジ･レシオ 
△18,145% △7,041% 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ：キャッシュ･フロー／利払い 

（注）1. いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

2. 株式時価総額は各会計年度末の自己株式を除いた発行済株式数に各会計年度末の株価の終値を乗じた
額です。「円」で表示されている金額は、2014 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客
電信売買相場の仲値である 1 米ドル＝120.55円で換算された金額です。 

3. キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

4. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし
ています。 

5. 利払いは、「財務活動によるキャッシュ・フロー」における「利息の支払額」を使用しています。 

  

(3) 利益配当に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

当社は、業界内での競争力を持ち、企業価値の最大化を図るため、これまで事業の拡大を利益
の配当に優先させて参りました。現在、当社は既存の中核事業の成長を目指す一方で新規事業へ
の参入により利益構造の強化に注力しています。 

  

(4) 事業等のリスク 

 

事業に関するリスク 

 

● 当社グループは、将来的に利益を計上することができなくなる可能性があります。 

 

当社グループは、将来純損失を回避できる又は収益性を実現できることを保証すること

はできません。更に、のれんの増加を招く新たな買収、追加の売上高及び収入の発生の減

少若しくは遅れ、経営陣の再編又は買収した企業の統合の失敗は、将来、大幅な営業損失

及び純損失を招く可能性があります。 

 

● 当社グループが既存のパートナーシップ及び合弁事業を維持し、適切に運営することがで

きなかった場合、当社グループの事業は損害を被る可能性があります。 

 

当社グループの商品、知識及びブランドネームのいくつかは、当社グループの戦略的パ

ートナーシップ及び合弁事業に依拠しております。かかるパートナーとの関係、当該パー

トナーの経営又はかかる合弁事業の経営が深刻に悪化した場合、重要な商品を提供し、顧

客を獲得・維持する当社グループの能力もまた、深刻な悪影響を受ける恐れがあります。

当社グループは、当社グループの合弁事業パートナーが常に当社グループの事業に従事す

ることを保証することはできません。 

 

● 将来における買収が当社グループの事業管理能力に悪影響を与える可能性があります。 
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 選び抜いた企業買収は、当社グループの事業を更に拡大するための当社グループの戦略

の一部となっております。将来における買収及びその後の当社グループへの被買収会社の

統合に際し、当社グループの経営陣がかなりの注意を払うことが必要となる場合がありま

す。当社グループの経営陣の注意の分散及び統合のプロセスで遭遇する何らかの困難によ

り、当社グループの事業管理能力が悪影響を受けるおそれがあります。将来の買収は、当

社グループを潜在的なリスクにさらすおそれがあります。こうしたリスクには、新たな事

業、技術、及び人材の融合に伴うリスク、予見しえない又は隠れた債務が発生・存在する

リスク、当社グループの既存の事業及び技術からのリソースが分散するリスク、買収のコ

スト及び費用に見合う十分な収益を上げられないリスク、及び新規事業の統合の結果、従

業員、顧客、及びサプライヤーとの関係を失い又は損なう可能性があるリスクが含まれま

す。 

 

● 当社グループは、将来における企業の買収から期待する利益を得られない可能性がありま

す。 

 

 戦略的な買収は、当社グループ全体の成長戦略の重要な部分を占めております。当社グ

ループは、過去において、様々な商品、顧客基盤、市場アクセス及び人材の獲得にとって

極めて重要な買収を行ってきました。このような買収先企業の統合には、経営陣の関与、

従業員の熱心な努力及び有能なリーダーシップが大いに求められます。良好な統合プロセ

スは、買収による利益の実現において重要なものとなっております。当社グループは、統

合過程を監視するため統合委員会を設置しましたが、当社グループが将来の買収先企業を

統合するにあたり困難に直面した場合、これにより当社グループの事業が悪影響を受ける

ことになります。更に、当社グループは、買収から期待する収益及び費用に関するシナジ

ーが実現されることを保証することはできません。買収が期待される当社の成長と発展と

いう成果をもたらすとの保証はなく、また上記に記載した事項等により当該買収に関し、

当社が重大な損失を被るおそれもあります。 

 

● 当社グループが商品及びサービスを提供し改良する能力を維持しこれを更に発展させるこ

とができなかった場合、当社グループは収益成長を確保できない可能性があります。 

 

 金融ソリューション及びサービス産業は変化が激しく、当社グループのような企業は、

投資決定にあたり当社グループが提供するような商品・サービスを利用する非常に要求水

準の高い顧客基盤に対して、適時かつ適切なコンテンツ及び分析を提供する必要がありま

す。当社グループがかかる能力を維持できない場合、又は継続的に改良を行い顧客のニー

ズの変化に対応できなかった場合、当社グループの売上げ及び収益性が低下する可能性が

あります。 

 

● 新規及び既存の競合他社との競争に勝てなかった場合、当社グループは市場シェアを失い、

収益性に悪影響が生じる可能性があります。 

 

 当社グループは、主に他のグローバルな金融情報・分析業者と競合しております。当社

グループは、中国市場において優位な地位及び豊富な専門的知識を有していると信じてお

りますが、競合他社の多くは当社グループに比べ、長い営業実績、幅広い商品群、豊富な

資金力及び国際的に高い認知度を有しております。近年の中国市場の成長を考慮すると、

かかる競合他社の大部分は、この地域により注力を行い、当社グループの事業分野におけ

る競争が激化することが予想されます。当社グループは、新規及び既存の競合他社との競

争に勝つことを保証することはできません。 
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● 当社グループは、他社による当社グループの知的財産の利用を阻止できない可能性があり、

この場合当社グループの事業に悪影響が生じ、訴訟に巻き込まれる可能性があります。 

 

 当社グループは、当社グループのコンテンツ、ドメイン名、商号、商標及び類似する知

的財産は、当社グループの成功に不可欠なものであると考えております。当社グループは、

商標保護、著作権及び機密保持に関する法令及び契約に依拠することにより、当社グルー

プの知的財産権の保護に努めております。中国における商標保護及び機密保護は、日本、

米国その他の国々と同等の効力を有しない可能性があります。当社グループが専有する技

術及び情報の不正利用を規制することは、困難でありかつ多額の費用を要します。 

 

 当社グループが講じてきた措置は、当社グループ専有の技術及び情報の不正利用の防止

のためには十分でなかった可能性があります。いかなる不正利用も、当社グループの事業

及び業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。更に、当社グループは、当社グル

ープの知的財産権を主張するため法的手段を用いなければならなくなる可能性もあります。

当社グループの知的財産に関連する訴訟は、多額の出費並びに経営資源及び経営陣の注意

の分散を招く可能性があります。 

 

● 当社グループは、新規事業計画に取り掛かっていますが、当該新規事業計画が成功すると

は限りません。 

 

 当社グループは、買収又は第三者との合弁事業によって、金融サービス及びその他の新

規事業計画に取り掛かっています。しかし、当該新規事業計画は、期待していた成長又は

発展を遂げることができない可能性があり、そのような場合には、当社グループの事業及

び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。 

 

● 当社グループの事業は、経営幹部による継続的な努力に大きく依拠しており、彼らの経営

への関与が失われた場合、当社グループの事業に深刻な混乱を招く可能性があります。 

 

 当社グループの将来における成功は、当社の経営幹部の継続的な任務の遂行に大きく依

拠しております。当社グループは、かかる経営幹部の事業運営、資金調達、金融情報及び

メディア業界に関する専門知識並びに株主、戦略的パートナー及び規制当局との関係に依

拠しております。経営幹部のうちの 1 名又は複数が現在の地位を継続できなくなったか又

はその意欲を失った場合、当社グループはかかる経営幹部の職務を容易に又は全く引継ぐ

ことができない可能性があります。その結果、当社グループの事業が深刻に悪化し、財政

状態及び経営成績に重大な悪影響が生じ、当社グループが人員を確保し育成するための追

加費用を負担しなければならなくなる可能性があります。 

 

 また、かかる経営幹部のいずれかが競合他社に加わるか又は競合会社を設立した場合、

当社グループは、顧客及び戦略的パートナーを失う可能性があります。当社の経営幹部の

各々は、当社との間で、機密保持及び競業避止の規定を含む雇用契約を締結しております。

当社の経営幹部と当社との間で何らかの紛争が生じた場合、当社は、かかる契約が有効に

実施されるかにつき保証することはできません。 

 

● 当社グループが貴重な人材及び能力の高い従業員を採用、育成及び確保することができな

い場合は、当社グループの事業が悪影響を受ける可能性があります。 

 

 当社グループは、より綿密な分析を提供する従業員、配信プラットフォームを維持かつ

拡充するための情報技術及びエンジニアリング社員、当社グループの商品を販売するため

のマーケティング社員、及び経営をサポートする管理事務スタッフを追加的に雇用する必

要があると考えております。当社グループがこのような分野において十分な従業員を発掘、

採用、雇用、育成及び確保できない場合、又は既存社員に対し十分なインセンティブ等を
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提供できず、その結果彼らを確保しておくことができない場合は、当社グループの商品及

びサービスは、ユーザーの期待に反し、その結果かかるユーザーが競合他社に流れ、ひい

ては、当社の事業及び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。 

 

● 現在及び将来の経営組織の拡大を適切に管理できない場合は、当社グループの事業は悪影

響を受けるおそれがあります。 

 

 当社グループの今日までの成長は、当社グループの経営陣、システム及び経営資源に著

しい負担を強いることになります。当社グループの人材を育成し活用することに加え、財

務及び経営管理並びに報告システム・手続を引続き改善、開発する必要があります。当社

グループが、経営組織の拡大を効率的又は効果的に管理できることは保証されておらず、

かかる管理ができない場合には当社グループの成長が制約され、当社グループの事業戦略

が妨げられる可能性があります。 

 

● 必要となる追加的資本を調達できない可能性があります。 

 

 当社グループは、現在の現金及び現金同等物、営業活動からのキャッシュ・フロー及び

資金調達活動による手取金が、当社グループの現金需要を満たすのに不十分である場合、

新たな株式若しくは債券の発行をし、又は新たな信用枠の取得を図る可能性があります。

追加的な株式の発行は、当社グループの株主にとって、さらなる希薄化をもたらすことに

なります。新たな債務を負うことにより、元利金支払義務が増大し、債務の負担に伴い当

社グループの事業活動を制約するような事業・財務制限条項を負う可能性があります。当

社グループが受け入れられる金額又は条件による資金調達ができるとの保証はありません。 

 

● 当社グループの商品及びサービスの中に含まれている情報のために提訴される可能性があ

り、防御に時間と多額の費用がかかる可能性があります。 

 

 当社グループの商品及びサービスには、新しい政府政策や産業連環のような情報が含ま

れております。いずれかの情報が誤り若しくは虚偽又は誤解を招く情報を含んでいた場合、

第三者が、当該情報の使用に関連して被った損失について当社グループに対して法的手続

を取る可能性があります。いかなる請求も、根拠の有無にかかわらず、防御に時間と多額

の費用がかかり、訴訟になり、かつ経営陣の注意及び労力を分散させるおそれがあります。 

 

● 当社グループ資産の一部の価値が当社グループの財務諸表中で計上した価額より減少する

可能性があります。 

 

 当社グループの財務諸表に記載している、のれん、無形固定資産及び有価証券資産等の

当社グループ資産の一部は、定期的な減損テスト及び評価替えの対象となります。当該テ

ストにより、それらの資産が簿価より低い価値しかないと判断された場合、それらの価値

は切下げられ、当社グループの財政状態が悪影響を受ける可能性があります。 

 

● 当社グループ子会社の当社に対する配当金の支払が規制又は制限された場合、当社の株主

に対する配当可能資金が減少することになります。 

 

 当社は持株会社であり、完全子会社及び関係会社等の出資持分以外は、重要な資産を有

しておりません。その結果、当社の株主に対する配当金の支払は、子会社から支払われる

配当金、経営指導料その他のフィーに依存しております。仮に将来において子会社が負債

を負った場合、当該負債に関連する契約には当社に対する配当その他の支払を制限する条

項が盛込まれている可能性があります。また、子会社の設立準拠法に係る規制基準によっ
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ても、当社への支払能力が制限される可能性があります。中国国内の子会社に関する規制

については、「中国で事業を行うことに関するリスク－中国からの支払は、制約され統制さ

れる場合があります」をご参照ください。 

 

● 当社は、過去に配当金の支払を宣言又は実行したことがなく、近い将来においてもこれら

を行わない可能性があります。 

 

 当社は、現在行っている事業における主導的地位を維持・強化し、企業価値を最大化す

るため、現時点においては、配当可能利益を事業に再投資し事業拡大のための資金に充当

することを検討しております。これに伴い、近い将来において配当金支払の宣言又は支払

を行わない可能性があります。 

 

● 当社の事業及び経営成績は世界的な金融市場の動向によって悪影響を受ける可能性があり

ます。 

 

 当社は、その収益を主として金融ソリューション及びサービスやその他の関連するサー

ビスの提供から得ており、当社の顧客基盤は、主として金融機関及びその他の世界的な市

場の参加者となっております。当社の製品及びサービスに対する顧客の需要は、世界的な

経済、とりわけ世界的な金融市場の情勢によって影響されます。金融情勢又は経済情勢の

不振により、投資家の証券に対する需要又は発行会社の証券を発行する意欲若しくは能力

が減退した場合、世界的な金融市場における活動水準、顧客の業績又は当社の製品及びサ

ービスに対する需要が低下する可能性があります。依然続く世界的な金融市場の不振によ

り、2014 年における当社の事業及び経営成績は引き続き悪影響を受けました。 

 

● 数多くの国で事業を行うことにより当社はより多くのリスクに直面します。 

 

 当社は、香港、中国及び日本に事務所を有しており、その収益の過半をアジア圏内から

得ております。異なる国々で事業を展開することにより、当社は、当社の営業若しくは顧

客の当社の製品及びサービスの利用に影響するような法律及び規制上の要件の変更、通貨

の移動に関する規制、輸出入の規制、並びに政治経済上の不安定さ等、数多くの法律、経

済及び規制上のリスクに直面します。これらの要素により、当社の事業及び運営に重大な

悪影響が生じる可能性があります。 

 

● ハードウェア及びソフトウェアの不具合、コンピュータ及び通信システムの遅延、システ

ム強化の失敗により当社の事業が害される可能性があります。 

 

 当社の成功は、当社のコンピュータ及び通信システムの効率的かつ連続した稼動に依存

しております。当社のネットワーク又はデータ収集に不具合が発生した場合、データ、デ

ータベース及びサービスの配信、顧客注文並びに当社の事業の日々の運営の処理が阻害さ

れ、かつ、データの損傷及び喪失を生じる可能性があります。当社が必要とするデータ通

信能力を提供する当社のコンピュータ環境に不具合が生じた場合、当社のサービスが中断

する可能性もあります。また、システムの強化及び改善策が計画より大幅に遅延し、又は

完成したシステムのパフォーマンスが不調に見舞われた場合、当社の評判が損なわれ、当

社の事業を害する可能性があります。 

 

● 当社は、特定の資金調達の合意に基づく制約及び誓約条項を遵守することができない可能

性があり、それにより、資金調達の合意上の条項に基づきデフォルトに陥り、早期償還条

項が発動される可能性があります。 
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 当社が現在もしくは将来の資金調達その他の合意の制限及び誓約条項を遵守することが

出来ない場合、それらの合意の条項に基づきデフォルトに陥る可能性があります。デフォ

ルトが発生した場合、債権者は、状況に応じて、当社への貸付のコミットメントを中止し、

早期償還条項を適用して既存債務の全額につき弁済期の到来を宣言し、又はかかる合意を

終了するといった対応をとる可能性があります。これらの事態が発生した場合、当社の資

産及びキャッシュ・フローが、全ての債務につき全額の弁済を行うのに十分である保証は

なく、また、代替的な資金調達先が見付かるという保証もありません。仮に代替的な資金

調達先が得られたとしても、当社にとって有利又は受け入れられる条件で資金が調達でき

るという保証はありません。 

 

 

中国で事業を行うことに関するリスク 

 

 当社グループは、香港、中国及び日本に拠点を有するグローバル企業です。当社グループは

事業のかなりの部分について中国にフォーカスしており、従って中国に特有の一定のリスクに

さらされます。このようなリスクのうち特に重要なものは以下のとおりです。 

 

● 中国の金融市場の発展と成長に対する制約が当社グループの成長を妨げる可能性がありま

す。 

 

 当社グループの事業のかなりの部分は中国で行われております。中国は、適格外国機関

投資家が中国の上場会社に投資することを許可する規制を含め、外国及び国内投資につい

ての法律を自由化してきております。当社グループは、当社グループの商品に対する需要

が市場の自由化につれて概ね増加するだろうと期待しております。しかしながら、中国の

成長と発展を制約する規制が中国市場に課された場合、中国での当社グループの事業の継

続的成長に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

 当社グループは、金融市場及びメディアという規制の多い産業で事業を行っているため、

政府の政策及び規制の変更に従うことになります。中国はこれらの産業について過去数年

間は規制緩和を行っておりますが、この傾向は変化する可能性があります。その場合、当

社グループは、より制約された環境で事業を行うことになる可能性があります。このこと

は、また、中国での当社グループの事業にマイナスの影響を与える可能性があります。 

 

 更に一般的には、中国における事業環境が国内又は海外の投資家の見込みよりも悪化し

た場合、中国での当社グループの事業が悪影響を受ける可能性もあります。そのような悪

化は、天災、テロ、国内及び国際的な政治問題、市場の沈滞、又は政府の政策変更を含む

非常に多様な要因により引起こされる可能性があります。 

 

● 中国の法令及びその解釈・運用には不確定な要素があります。 

 

 外国投資、メディア及び金融市場に関する中国の法律は、より成熟した市場における法

律と比較して相対的に新しく制定されたものです。そこでは新たな法令が引き続き公布さ

れております。当社グループは、現時点での出資構成、当社の完全子会社及び中国関連会

社の出資構成や、当社とその完全子会社、中国関連会社及びこれらの株主との間の契約上

の取決め、当社グループの事業運営、並びにこれを実施するための承認及びライセンスは、

現時点におけるあらゆる中国の法令及び規則に適合していると確信しております。しかし、

現行の中国の法令の解釈、適用、及び運用には多くの不確定要素があり、また、新たな法

令の影響については未だ明らかではありません。従って、当社グループは、中国政府当局

が最終的に当社グループの考えと異なる見解を有しないと保証することはできません。 

 

● 中国からの支払は、制約され統制される場合があります。 

 



新華ホールディングス・リミテッド（9399） 2014 年 12 月期 決算短信 

 

- 12 - 

 

 当社は、中国において事業を傘下に持つ、ケイマン諸島において設立された持株会社で

す。当社の中国における子会社及びその他の会社からの配当及びその他の支払は、当社の

株主に対する配当支払や中国国外での事業活動及び経費の支払の資金に充てるために、中

国国外に送金する必要があります。現行の中国の規則は、当社の子会社が当社に対し中国

の会計基準及び会計規則に従い算定される累積利益（もしあれば）からのみ配当を支払う

ことを認めております。また、中国における当社の子会社は、一定の準備金を調達するた

めに、毎年累積利益（もしあれば）の 10％以上を積立てなければなりません。そして、か

かる準備金は現金配当として分配できません。中国における当社の子会社及び中国の関連

会社から配当を全額受取れない場合は、当社グループ全体の財政状態及び当社の株主に対

する配当支払能力に悪影響を与える可能性があります。 

 

 中国国外への資金送金やその他の通貨に対する人民元の為替レートは、厳しく規制され

ています。為替レート管理体制及び中国国外への資金送金に影響を与える規制の変更が、

中国国外における当社の支出への充当又は当社の株主に対する配当支払能力に悪影響を与

える可能性があります。更に、人民元とその他の通貨との間の為替レートの変動も、当社

が中国から受ける他の通貨建ての資金額、ひいては投資家の投資価値に影響する可能性が

あります。当社株式における投資家の投資価値は、日本円と他の通貨の間の外国為替レー

トにも影響されます。 

 

● 当社グループは中国では限られた範囲の事業保険にしか入っておりません。 

 

 中国の保険業界は、まだ発展の初期段階にあります。中国の保険会社は、限られた事業

保険商品しか提供していません。その結果、当社グループは中国での経営に対し事業責任

又は事業中断についての保険に入っていません。何らかの事業中断、訴訟又は自然災害に

より、著しいコスト及び資源の分散という結果が生じる可能性があります。 

 

● 本書に記載されている第三者による事実及び統計データが不正確な可能性があります。 

 

 中国の金融サービス・メディア業界及び経済に関する事項等、本書における第三者によ

る事実及び統計データは、様々な行政及び研究機関の調査公表及び新聞記事から抽出した

ものです。当社グループは、表示されている事実及び統計データを当該情報源から確実に

正確に転記するよう合理的な注意を払っておりますが、それらの事実及び統計データを当

社グループで独自に検証しておりません。第三者が用いた情報収集方法に仮に瑕疵があっ

たり又は十分でなかったりした場合は、本書の統計データが不正確である可能性又は他の

国の経済について作成された統計データと比較できない可能性があり、過度に依拠すべき

ではありません。 

 

 

株式に関するリスク 

 

● 当社はケイマン諸島法に基づき設立されているため、同法制度上、投資家の利益を保護す

るのが困難である可能性があり、また投資家が日本の裁判所を通じて自己の権利を保護す

ることが限られる可能性があります。 

 

 当社は、当社の基本定款及び附属定款並びにケイマン会社法及びその他のケイマン諸島

の法体系に従うものとされております。ケイマン諸島法に基づく株主の権利及び取締役の

受託者責任は、日本の制定法又は判例ほど明確に確立されていません。特に、ケイマン諸

島法は、日本法に比べて投資家保護が極めて限定的です。従って、かかる法制度上、当社

の一般の株主は、経営陣、取締役、又は支配株主の関わる訴訟において自己の利益を保護

することに関して、日本、米国又はその他の国で設立された会社の株主よりも困難となる
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可能性があります。更に、ケイマン諸島において設立された会社の株主は、日本の裁判所

において株主代表訴訟を提起する資格を持たない可能性があります。 

 

● 当社がケイマン諸島で設立され、経営の一部を中国で行い、当社の取締役及び経営幹部の

大多数が日本国外に居住しているため、投資家が当社若しくは当社の取締役及び経営幹部

に訴訟を提起すること、又は当社若しくは当社の取締役及び経営幹部に対する判決につい

ての執行を行う能力は限定されます。 

 

 当社はケイマン諸島で設立され、当社の中国での経営の一部は、中国における当社の完

全子会社及び関連会社を通じて行っております。当社の取締役及び経営幹部のほとんどは

日本国外に居住しており、それらの者のほとんど全部の資産は日本国外にあります。その

結果、投資家は自己の権利が金融商品取引法等の下で侵害されていると考えた場合であっ

ても、当社又は当社の取締役及び経営幹部に対し訴訟を提起することは困難又は不可能で

ある可能性があります。投資家がこのような訴訟を提起することができたとしても、関連

する管轄地域の法律が当社の資産又は当社の取締役及び経営幹部の資産に対して判決を執

行することができないと判断される可能性があります。より詳細な情報は、ケイマン諸島

及び中国の関連する法律をご参照ください。 

 

● 将来、市場価格未満で当社の株式が発行された場合、当社の株式の市場価格は悪影響を受

ける可能性があります。 

 

 ケイマン諸島の法律及び当社の定款のいずれも、市場価格未満による新株の発行につき

株主の承認を必要としません。当社の経営陣が、企業買収又はその他の事業目的のために

株式を市場価格未満で多数発行することを決定した場合、当社の株式の市場価格は、希薄

化により悪影響を受ける可能性があります。 

 

● 当社及び当社の株主は、取締役、経営幹部、会計監査人等の義務の履行に関してなされた

行為（不作為又は同意に関与した行為を含みます。）に起因する損害につき補償を受けられ

ない可能性があります。 

 

 当社の基本定款及び附属定款によると、当社の取締役、経営幹部、会計監査人等は、自

らの義務又は予期される義務の履行に関する行為（不作為又は同意に関与した行為を含み

ます。）により発生するあらゆる訴訟、費用、損害等につき、当社の資産及び利益により保

護されます。但し、ケイマン諸島法に基づく不正行為、重大な過失又は刑事犯罪に起因す

る場合は、この限りではありません。更に、当社の基本定款及び附属定款によると、当社

の株主は、当社の取締役に対し、その義務の履行に関する作為又は不作為につき、請求又

は訴訟を行うことができません（但し、ケイマン諸島法に基づく不正行為、重大な過失又

は刑事犯罪につき行われる場合を除きます。）。従って、当社及び当社の株主は、取締役、

経営幹部、会計監査人等の義務の履行に関してなされた行為（不作為又は同意に関与した

行為を含みます。）に起因する損害につき十分な補償を受けられない可能性があります。 

 

 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

 

当社グループは、当連結会計年度において、営業損失3,146千米ドル（379百万円）、当期純損失2,936

千米ドル（354百万円）を計上しております。営業活動によるキャッシュ・フローも4,154千米ドル（500

百万円）のマイナスとなっております。 

 

事業の売却等による売上の減少や、営業費用が依然として高いことから、当社グループは当第4四半

期連結累計期間においても営業損失を計上しています。収益性のある事業への参入の不確実性等が当

社グループ事業全体のプラスのキャシュフローを圧迫しており、継続企業の前提に関する重要な疑義
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を生じさせるような状況が存在しております。 

 

当該状況を解消するため、当社グループは継続的に経費削減を実施し、資産売却による資金調達を

行っていきます。加えて、当社グループは収益性及び営業キャッシュ・フローを改善・向上するため、

新規事業に対する投資を模索し、新たな資本注入に加え、事業統合や事業分離も含めた様々な手法に

より成長機会をとらえていきたいと考えております。 

 

ただし、当社グループの事業の継続可能性は、既存事業及び新規事業の成長や事業再編の成功に強

く依存していることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、

当期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を当期連結財務諸表に反映しておりません。 

 

2. 企業集団の状況 

  

 重要な子会社の異動または連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動は、2014 年 4 月 15 日提出の

有価証券報告書の内容から重要な変更はありません。 

 

① 新たに特定子会社となった会社 

該当事項はありません。 

 

② 特定子会社ではなくなった会社 

該当事項はありません。 

 

  

3. 経営方針 

 

(1) 経営の基本方針 

 

当社グループは、複合的な事業を展開するグループ企業であり、主に香港、中国及び日本を含

むその他のアジアの地域において、金融サービス及びパブリックリレーションの事業分野におい

て商品及びサービスを提供しています。 

 

当社グループが提供するサービスの概要は、以下のとおりです。 

 

金融サービス事業 

 

－金融情報配信事業 

当社グループの金融サービス事業は、各機関、ファンド、政府機関及び個人に対し、総合フィ
ナンシャル・アドバイザリー、金融情報、商品情報及びマーケットリスク分析を提供していま
す。金融アドバイザリー業務における戦略上のスタンスの１つに、中国企業とグローバルな資
本市場との橋渡し役を担うことがあります。 

 

 

当社グループのオフィス所在地は、香港、北京、上海及び東京です。2014年12月31日現在、当
社グループは、48名の従業員を有しています。 

 

(2) 目標とする経営指標 

 

当社グループは、業績並びに売上高、営業利益、経常利益、当期純利益及びキャッシュ・フロ
ーといった経営指標の変動率を重視しており、それは、当社グループが、これらの指標に照ら
して業績を評価していることによります。 

  

(3) 中長期的な経営戦略 
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 当社は引き続き、中国の金融業界において当社が有する事業基盤、すなわち金融に関する専門
知識及びネットワークを活用して参ります。また当社は、潜在的な成長力を持つ既存の商品及び
サービスの提供の拡大のみに留まることなく、モバイル事業においてビジネス・パートナーの協
力を通じて、メッセージング・サービスの提供、及び革新的な製品並びにサービスの開発並びに
提供にフォーカスし、新しい収益源の獲得を目指して参ります。 

 

(4) 対処すべき課題 

 

当社グループは、事業に関する以下のような問題点を解決するため、引き続き措置を講じる予

定です。 

 

a) 当社の旧経営体制のもとでの投資決定及びハイ・リスクな契約等を起因とするマイナスの影響

が顕在化しております。 

 

当社の旧経営陣は、これまで様々な投資決定を下し、第三者との契約等を締結してきました。し

かしそれらの幾つかは、高いリスクを伴う契約でありました。このことを起因とする当社への負の

影響が、特に 2011 年度下半期以降、顕在化しております。このように旧経営陣による過去の投資

決定が当社に損失を与えております。当社は当社グループの各子会社及び事業プロジェクトに対す

る資金供給を余儀なくされており、これらの継続的な資金供給が、当社の財政状態を圧迫しており

ます。 

 

対策 

１. 継続的な損失の計上もしくは当社（グループ）からの資金援助への依存が見られる事業のタイ

ムリーな打ち切り。 

２. 検討段階のプロジェクトに関して、当社経営陣の判断により、収益性の見込みが低いと判断さ

れたプロジェクト及びハイ・リスクであると見なされたプロジェクト事業の中止。 

３. 当社子会社が抱える潜在的な問題を即座に発見するための子会社財務データの継続的なモニタ

リング。 

４. 企業価値（株主利益）を守るための法的措置及び契約内容の見直しによる今後のリスクの削減。 

 

b) 当社の深刻な財政状態が、本来事業開発のために利用されるべき経営資源を制限しております。 

 

上記のとおり、旧経営陣による投資決定により、当社は多大な損失を被り、多くの資金が失われ

ました。当社は現在、深刻な財政状態の危機に瀕しています。 

 

1) 当社の既存事業の資産規模は非常に小さくなっており、事業の拡大に必要な資源が充分ではあ

りません。小規模な事業資産は低い収益性しか創出せず、その結果、収益が事業経費及び費用

を賄いきれず、当社全体に著しい損失をもたらしています。 

 

2) 当社の既存事業がもたらす利益及びキャッシュ・フローは低水準もしくはマイナスとなってお

り、当社は資金不足の状態にあります。 

 

対策 

１. 既存事業の損失削減及び収益性の向上のため、全社的な費用及び営業費用の更なる削減。 

２. 当社グループ資産（子会社を含む）の売却による資金調達及び限られた資金を活用しての重要

事業の促進。 

３．当社グループの再編、事業統合及びその他様々な手法により当社に新たな発展をもたらす潜在

投資家の発掘。 
 

 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

  

GINSMS Inc.の 54.57％の株式の取得に関する売買契約書の締結 
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2015 年 1 月 15 日、当社の取締役会は、当社の完全子会社である Xinhua Mobile Limited（以下、

「新華モバイル」といいます。）が、カナダのトロント・ベンチャー証券取引所（以下、「TSX-V」

といいます。）に株式を上場しているGINSMS Inc.（本社：カナダ・アルバータ州。証券コード:GOK。

以下、「GINSMS」といいます。）の発行済株式の合計 28,123,320 株（発行済株式総数の約 54.57％

に相当。）を取得するため、GINSMS の取締役会長であり、主要株主でもある、Lai Man Kon 氏

（以下、「ライ氏」といいます。）、ライ氏が持分を 100％所有する Panaco Limited（以下、「Panaco」

といいます。）及び当社の CEO であるレン・イー・ハン氏（以下、「レン氏」といいます。）が持

分を 100％所有する One Heart International Limited （以下、「One Heart」といいます。）の GINSMS 

の主要 3 株主との間で、それぞれ株式等を取得することを決定し、売買契約書を締結したことを

決議しました。 

 

新華モバイルは、GINSMS の株式をライ氏より 33,433 株、また Panaco より 17,782,387 株取得

する予定です。当社が支払う取得額は合計 6.2 百万カナダドル（646 百万円）（1 株当たり 0.35 カ

ナダドル（36.27 円））でその内訳は（a）中国、上海市に所在がある非上場の当社の完全子会社

である、上海華財インベストメント・アドバイザリー・カンパニー・リミテッド（以下「上海華

財」といいます。）の持分の全て（帳簿価額：2.1 百万米ドル（257 百万円））及び（b）ライ氏及

び Panaco それぞれに対する、年 18％の割合の利息（利息は一日複利の満期日払）で振出日から

3 ヶ月後が満期日となる総額 3.9 百万カナダドル（405 百万円）のアンセキュアード・プロミッ

サリー・ノート（無担保約束手形 ）の振出です。本譲渡の実行は、GINSMS の少数株主の過半

数及び TSX-V の承認をそれぞれ得ることを条件としています。また上海華財の持分の譲渡につ

いては、中国の当局の承認を得ることが条件となっています。どちらも承認を得るためには 3 ヶ

月程度の時間を要する予定です。 

 

また新華モバイルは、同時にOne HeartからGINSMSの株式10,307,500株を取得する予定です。

取得額は合計 1.5 百万カナダドル（160 百万円）（1 株当たり 0.15 カナダドル（15.54 円））で、利

息は年 9％の割合（一日複利）となります。）で振出日から 6 ヶ月後が満期日となる総計 1.5 百万

カナダドル（160 百万円）の無担保約束手形で行われます。当社とレン氏の間で締結されている

支配権異動時の退任報酬契約に規定する「支配権の異動」が生じた場合、当該無担保約束手形は、

直ちに支払われるものとされております。また、本譲渡の実行は、GINSMS の少数株主の過半数

及び TSX-V の承認をそれぞれ得ることを条件とします。 

 

当社は、新華モバイルが取得する GINSMS の株式は合計 28,123,320 株となり、新華モバイル

を通じて、GINSMS の株式を 54.57％を間接的に所有することになり、必要な手続きを経た後、

GINSMS は当社の連結子会社になります。その結果、当社は、高成長を遂げているモバイル事業

に参入することにより、新たな収益源の獲得を目指すことができます。 

 

また当社の取締役会は、新華モバイルが、One Heart から、One Heart が保有する GINSMS の額

面金額 6.2 百万カナダドル（648 百万円）の転換社債（満期 2015 年 9 月 28 日。なお、GINSMS

の発行済転換社債の約 68.67％に相当し、62,554,840 株の株式に転換可能）を、当社の選択によ

り将来取得することができる権利を取得することを決議しました。 

 

完全子会社の持分の譲渡 

 

2015 年 1 月 15 日、上記のとおり GINSMS の株式を取得する対価の一部として、当社の取締役

会は、当社の完全子会社である新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド（以下、「香

港新華財経」といいます。）が保有する上海華財の持分の全てを Royal Link Investment Limited （以

下「Royal Link」といいます。）に譲渡することについて決議いたしました。Royal Link の持分の

5%は、ライ氏が保有しており、残りの 95％はライ氏の姻族である Ip Kam Hoi 氏が保有しており

ます。そのため Royal Link はライ氏を通じて、Panaco Limited と関係がある会社です。 

 

上海華財は、当社グループ内での売上を除き外部の顧客への売上はなく、また、10 期連続で純
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損失を計上しており、当社の連結決算に対する寄与度は近時極めて低くなっておりました。上海

華財は、2014 年 12 月 31 日現在において、2.1 百万米ドル（257 百万円）の現預金を有していま

すが、中国における法規制上の理由等から、資金移動等に制約が課せられており、当社の事業拡

大のために有効活用することが困難でした。 

 

また上海華財の持分の譲渡については、中国の当局の承認を得ることが条件となっており、当

該承認を得るには 3 ヶ月程度の時間を要する予定です。なお、上海華財の受益権（全ての資産、

権利及び利益並びに負債、義務及びリスク）は 2015 年 1 月 15 日にて Royal Link に譲渡されまし

た。 

 

（注）カナダドルの適用為替レート： 1 カナダドル＝103.63 円（2014 年 12 月 30 日現在の株

式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値） 

 

当社取締役からの借入金 

 

2015 年 2 月 5 日、当社の取締役会は、当社の運転資金を十分に確保するため、当社取締役の

原野直也氏より、総額 50 百万円（415 千米ドル）の借入れすることを決議しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


